
国家試験に合格したら…

理学療法士の
免許申請について



合格通知から
申請・登録までの流れ

1
•合格証書が郵送される

•自分の受験番号と間違いないかを確認する

2
•保健所に登録手続きに行く（できるだけ早く!!）

•事前に登録に必要な書類の準備をしておく

3
•登録済証明書が郵送される

•就職先の事業所に提出し確認してもらう



１. 合格証書が郵送される

受験票の受験番
号・氏名・生年
月日と同じか確
認する



２. 保健所に登録手続きに行く
（できるだけ早く!!）

•国家資格は免許申請して登録さ
れる必要があります。合格証が
手元に届いたら、必ず速やかに
自分の住所を所轄している保健
所で免許申請を行ってください。

•たとえ国家試験に合格したとし
ても、自動的に免許証がもらえ
るわけではありません！



３. 登録済証明書が郵送される

表
書
き 自分の名前

表書きと自分の名前は免許申請時に自分で
書いて提出する



そして2～3か月後…免許証が届く

自
分
の
名
前

登
録
番
号

自分の名前と登録番号が登録済証明書と同じか確認する



免許証が手元に届いたら…

•免許証は皆さんの身分を証明するも
のです。手元に届いたら、所属事業
所に提出して写しを取ってもらい、
原本は皆さんが大切に保管してくだ
さい。

•免許証の再発行、氏名変更などの手
続きは、厚生労働省のホームページ
で確認してください。



!! 警告 !!

免許申請を行わず、登録され

る前に業務に従事した場合、

行政処分の対象になります。

（厚生労働省医政局医事課「免許申請書の送付について」より



もし免許申請せずに業務したら…

• 皆さんの所属事業所に行政処分が下されます。

具体的には診療報酬の返還が求められます。

（返還額が１億円に達する例もあります）

• 理学療法を行った患者全員に謝罪と返金を行わ

なければなりません。

• その他、膨大な事務処理負担や事業所の信用喪

失など、計り知れない損害を被ります。

• そして…皆さんのキャリアが、スタートの段階で

大きく傷ついてしまいます。

先送りせず、すぐに免許申請を行いましょう！



もし引っ越しする場合は…

•合格証書と免許証は郵送で届き
ますが、もし住所が変わる場合
は、郵便局の転居・転送サービ
スを利用するのが便利です。手
続きしておけば1年間は有効です。

•郵便局のホームページで確認し
てください。（“e転居”で検索）


